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認定調査・ケアプランレベルアップ事業の見直しについて

　日頃は本市介護保険制度の運営に多大なご協力を頂き誠にありがとうございます。

　本市におきましては平成１９年度より介護給付適正化事業の一環として「認定調査・ケアプランレベルアップ事業」を皆様のご協力により実施してきたところです。

　既にご承知のとおり、平成２１年４月より要介護認定における認定調査項目の定義や調査方法の見直しが行われました。
　これに伴いまして、本市において、本事業の見直しを検討してきたところですが、従前の「認定調査・ケアプランレベルアップ事業」については終了し、認定調査及びケアプランについて、それぞれ別個の事業として適正化を図っていくこととします。

　なお、認定調査の適正化を図る事業の実施方法については、今般、要介護認定における経過措置が設けられ、また、厚生労働省において「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」が開催中であることから、今後、議論の経過を踏まえつつ検討していくこととします。

· ケアプランレベルアップの実施方法
　従前は区職員が更新認定調査に同行し、介護支援専門員等が行うアセスメント及びモニタリングの自己点検を促す方法により実施しておりましたが、今後は本市健康福祉局介護指導課が行っている居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所に対する実地指導（ただし、居宅介護支援事業所については愛知県が行う実地指導に同行して実施）の際に「ケアプラン点検支援マニュアル」（平成２０年７月１８日　介護保険最新情報Vol.３８）の視点も踏まえケアプランの点検を行うこととします。
（介護保険課認定給付係）
